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1.　野手又は打者及びランナーの手袋、リストバンドの着用を認める。

2.　投手の手袋、リストバンドの着用を禁止する。怪我等でサポーター等を着用する場合は
　　長袖のアンダーシャツを着用し露出させない事。
　　サングラスは使用できる。ただし、投手はミラーレンズのサングラスは使用できない。

3.　監督、コーチの審判員又は選手に対する暴言行為に対しては、審判団の判断で当該者に
　　退場を命ずる場合もある。

4.　Ⅱ部の４年生以下の投手の距離については、これを１４ｍとする。

5.　代理監督及び代理コーチについては、本部に申請し承認を得る。
　　代理監督は『赤いリボン』の装着を徹底する事

（リボンはチームで用意する。大きさは　幅　２㎝　×　長さ　５㎝　程度のもの）

6.　審判員の登録は『青梅市少年軟式野球連盟規約』第８章、第２６条に従い、春季大会の
　　登録を以って年間登録とする
　　但し、代行については各チーム内の運用に一任する

7.　大会当日の会場準備には、当該球場で試合のあるチームは１名の担当者を必ず派遣する事
（集合時間は、第１試合開始時刻の１時間前とします）

8.　外部大会への派遣チーム決定は以下の通りとする
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9. チーム間の選手の移籍に関して
1）　６年生についての移籍は原則認めないものとする

但し、以下については例外とし、理事会に申し出て判断を仰ぐものとする
①　事情により所属チームが解散し連盟への脱退申請が受理、承認されたチームへ所属していた
　　 ６年生の選手が他のチームで活動の継続を意思表示している場合

②　選手が引越し等による転校で現所属チ-ムでの活動が著しく困難であると理事会に申請し
　　 理事会が当該チーム(両チーム)に確認をして円満解決が図れることが認められた時

（申請は現所属チームが実施すること）

2）　５年生以下の移籍について
１部登録実績のある選手については当該チーム間で円満に解決された場合のみ認める
その他の場合は特に規制しない。ただし、連盟に報告のこと。

青梅市少年軟式野球連盟　申合せ事項

東京都学童4年生大会

羽村招待大会 秋季大会 4位チーム

飯能信金理事長杯大会 秋季大会 準優勝チーム

秋季大会 3位チーム学童送別親善大会（羽村市）

ＳＫ杯 優勝チーム

春季大会 準優勝チーム

赤い羽根少年野球大会 秋季大会 優勝チーム　

外 部 大 会 名 大 会 出 場 資 格 備　　　考

全日本学童大会（東京都予選） 春季大会 優勝チーム

東京都学童軟式野球
新人戦大会

ＳＫ杯 Ⅱ部優勝チーム

市町村大会 ＳＫ杯 準優勝チーム

J:COMジャビットカップ大会
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10.　シード対応について
・抽選会時のシード対応は以下の通りとする。

以　　上

秋 季 大 会 　ＳＫ杯優勝チーム

Ｓ Ｋ 杯 大 会

青梅市市民体育大会 　無　　　し

学 童 新 人 戦 大 会

大 会 名 シ ー ド 対 象 大 会

　無　　　し

備 考

春 季 大 会 　無　　　し 　リーグ戦のため

　無　　　し

会　長　杯 　無　　　し

2 / 2


